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総合規制改革会議答申、入札談合等関与行為防止法の施行等を踏ま
え、国土交通省を事務局とする30の 国、公団等の機関からなる中央公

契連(中 央公共工事契約制度運用連絡協議会)は 、談合等の不正行為
に対する抑止力強化等のための指名停止措置強化について検討を行っ
てきたが、本 日5月29日 の中央公契連総会にて、以下のとおり、中央公契

連指名停止モデル及び運用申合せの改正を決定した。
談合等の不正行為に対する同モデル等の強化は、平成6年 以来9年 ぶ

りである。
今後、これに基づき、国土交通省を含む各機関が、各々の指名停止基

準等の改正を行うものである。

1.不 正行為の態様に応じ、企業の責任や体質が特に厳しく問われる

場合の措置の強化
①会社が組織として行った不正行為に対する措置の強化

。自発注、他機関発注を問わず、代表役員等、一般役員等が逮

捕等される場合は、会社が組織として当該行為を行っていると

みなして、全国対応を行う。

[刑法談合、競売入札妨害]
。さらに、代表役員等が逮捕等される場合は、指名停止期間を

加重(プ ラス1ヶ 月)す るとともに、該当部局内とそれ以外の部

局の指名停止期間を同一とする。

[贈賄、刑法談合、競売入札妨害]

②談合情報が寄せられ調査が実施された案件において、誓約書を

提出したにもかかわらず、談合等があった場合の指名停止期間の
加重

[独禁法違反、刑法談合、競売入札妨害]

③官製談合に対する指名停止の強化
o入 札談合等関与行為防止法等に係る官製談合については、

発注者に対して業者が働きかけを行った場合等特に悪質性が
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認められる場合は、指名停止期間を加重

[独禁法違反、刑法談合、競売入札妨害]

独 占禁止法違反に対する指名停止期間の長期(自 発注、当該部局

内)を12ヶ 月に引き上げ
・現行の指名停止モデル上、独占禁止法違反の長期は9ヶ 月と

され、贈賄、刑法談合等よりも低くなっている。

当省職員への贈賄におじ、て、使用人の逮捕等の場合も全国対応

(当該部局以外1～3ヶ 月)を実施
o現 行の 自発注の刑法談合等では全国対応。
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4.そ の他

(1)増 加傾向にある競売入札妨害の指名停止モデル上への明記
o従 来は、運用の申合せにより刑法談合の措置を準用

(2)独 占禁止法違反行為に関する指名停止のタイミング等の改正
・独 占禁止法に基づく排除勧告に事業者が応諾を拒否した場合

は、審判開始決定後審決が出た時点とする等の運用の改正を

行う。

(3)独 占禁止法違反(他 機関発注案件)に 基づく刑事告発がなさ
れ、告発対象者が、一般役員等以上の場合には、今回措置される

刑法談合等の場合(上 記↑.①)と同様 、指名停止区域を全国に拡

大して運用

(4)不 正又は不誠実な行為として、業者 自らの過失により入札手続
を大幅に遅延させる場合を例示として追加し、落札決定後辞退等と

同様に指名停止措置

(参考)贈 賄 ・談合等の不正行為等に関する中央公契連指名停止モデル

改正1こ伴う指名停止期間の主たる変更部分盤
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A"RightsReserved,Copyright(C)2003,MinistryofLand,Infrastructureand

Transport

一



(参考)

O贈 賄・談合等の不正行為等に関する中央公契連指名停止モデル改正に伴う指名停止期間の主たる変更部分

区分 ・種 別 該当地方支分部局内 左記以外の地方支分部局

代表役員等 4～12ケ 月 34～912ケ 月一

○○機関職員への贈賄 一般役員等 3～9ケ 月 2～6ケ 月

使用人 2～6ケ 月 1～3ケ 月【新設1
1、贈 賄

代表役員等 3～9ケ 月 23～69ケ 月

○○機関以外の職員への贈賄 一般役員等 2～6ケ 月 1～3ヶ 月

使用人 1～3ケ 月 一

○○機関発注工事の違反 3～912ケ 月 2～9ケ 月

○○機関以外の発注工事の違反 2～9ケ 月 一
2、独 占禁止法違反

○○機関以外の発注工事の違反(一般役員等
以上が刑事告発)

2～9ケ 月 ,1～9ケ 月 【新 設 】

○○機関発注工事の違反 代表役員等 豊4～12生 且 盆4～12ヱ 且

上記以外 3～12ヶ 月 2～12ヶ 月
3、競売入札妨害又

代表役員等 墨 ～12生 且 3～12ケ 月 【新 設 】一
基刑法談合

○○機関以外の発注工事の違反
上記以外 2～12ケ 月

1～12ケ 月(使 用 人の逮 捕 等

を除く。)【新 設1

(注)・同モデルを○○機 関○○地方支分部局に適用した場合の表
・下線部分が～今回の主たる変更部分

L


